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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の 
確保等に関する法律案（仮称）骨子（2月 2日付座長試案）の問題点 

 
2016年 2月 12日 

不登校・ひきこもりを考える当事者と親の会ネットワーク 
 
1.骨子案 第一の一（目的）では、「児童の権利に関する条約」（以下、「子どもの権利条約」
と表記）の趣旨にのっとることを謳っていますが、この法案は子どもが権利の主体となって

おらず、その趣旨が生かされていません。 
	 子どもの権利条約には、生存及び発達の権利の確保（2 条）、保護者の指導の権利の尊重
（5条）、差別の禁止（2条）、子どもの自己に関する事項への意見表明権（12条）、プライ
バシー権（16 条）、教育を受ける機会の平等（28 条）、休息の権利（31 条）などが明記さ
れていますが、法案にはこれらの趣旨が見受けられません。 
 
2.法案では、不登校の子どもの学校復帰が目指されており、学校教育法における「普通教育」
以外での教育の保障が想定されていません。学校教育を前提とする不登校政策は、上記１で

示した子どもの権利条約における、子ども主体の学び・育ちの権利の保障に沿ったものでは

なく、むしろ法制度化によって現行の子どもの権利を狭めることになります。 
 
3.学校復帰支援を強化するしくみは、不登校の子どもの実情に合いません。 
−１学校でのいじめや体罰、懲罰的な指導などに心身ともに傷ついた子どもは、学校から避

難し、家を居場所にして心身の休養・回復をはかっています。法案は子どもの生きる権利を

侵害するものであり、子どもを精神的に追いつめ、自傷他害等につながる大きな危険性があ

ります。 
−２不登校対策・支援が目的の法制度化は、「不登校」という状況を、学校や社会のあり方に

よってもたらされるのではなく、子ども自身の問題行動であるとみなすことについて法的根

拠を与えることとなり、それをもとにした登校規範を今以上に強化させ、子どもや保護者を

ますます苦しめます。 
 
4．不登校の子どもの分離、差別、排除につながります。 
−１「不登校特例校」（骨子案 第三の二の２）を設置することにより、公教育の中での教育
の機会の均等（すべての子どもが同じ場で、同じ教育を受ける権利＝インクルーシブ教育）

が損なわれ、子どもたちの分離につながります。 
−２義務教育の終了について、現行では「年齢主義」を採用しているため一定の年齢に達す

ると自動的に「中学卒業」となりますが、骨子案 第一の二（基本理念）の２で「年齢」を
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問うていないため、この法案にかかる教育課程で学んだ場合、部分的に「課程主義」が導入

される可能性があり、現行の義務教育の原理を覆します。 
 
5.「不登校児童生徒の支援の状況に係る情報を（中略）共有することを促進するために必要
な措置」（骨子案 第三の二の２）とは、不登校に関する調査研究協力者会議「不登校児童生
徒への支援に関する中間報告」（２０１５年）における「児童生徒理解・教育支援シート」

のことであると考えられます。子ども本人の意思によらずに個人にかかわる情報を共有する

措置をとることは、プライバシーの権利の侵害になります。 
 
6．「教育機会の確保」にかかわる「民間」について定義や制限する文言がなく、営利目的の
企業が参入する恐れがあります。公教育の場などに市場原理がもちこまれ、子どもや保護者

がそれに翻弄され苦しめられる恐れがあります。 
 
7．フリースクールへ通う子どもがいる生活保護世帯などを対象とした経済支援が今年度の
補正予算に計上されました。また地方自治体の条例・要綱でフリースクールに経済支援がな

されている事例も多くあります（神奈川県、鳥取県、札幌市など）。現行法下でフリースク

ールへの経済的支援が可能なのですから、財政支援の根拠をつくる目的として法案を実現す

る必要はないと考えます。 
 
8. 「早期発見・未然防止」に重点を置き、それでも不登校となった児童生徒に対して特別
な支援を行う「不登校対策」ではなく、子どもの権利条約をふまえて、すべての子どもに対

する権利保障を検討するべきです。 
	 1990 年代から文科省が不登校の子どもの「心の居場所」を学校につくるという方針で早
期の学校復帰対策を始めてから、不登校の子どもが増えつづけ、今も高止まりがつづいてい

ます。不登校は「欠席の正当な事由」であるにもかかわらず、教育行政は学校を休むことを

問題とし、子どもたちは学校を休めないことに苦しんでいます。つまり、子どもたちのニー

ズ（目の前の現実に対して必要としていること）と教育行政の方向性がまったく一致してい

ないのです。 
 
9.まさにこの法案において、当事者となる子どもや保護者の意見が反映されないまま、策定
されるのは大きな問題です。法案にかかわらず、不登校に関する施策の策定にあたっては、

拙速を避け、時間をかけて、不登校をして家庭にいる当事者や不登校の経験者、保護者、不

登校にかかわる全国各地の団体・個人の多様な意見をじゅうぶんに聴いてください。 
 
 


